
阿賀野市条例第４号 

   阿賀野市体育施設条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市体育施設条例（平成１６年阿賀野市条例第１０４号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

阿賀野市前山体育館・グラウンド 阿賀野市前山３０５番地１ 

 別表第１中 

「 

  １７ 阿賀野市分田体育館 

区分 利用区分 使用料（円） 

   照明利用 

競技場 ３０分 １５０ ２００ 

  備考 

   使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。 

  （１から１７施設の共通事項） 

」 

を 

「 

  １７ 阿賀野市分田体育館 

区分 利用区分 使用料（円） 

   照明利用 

競技場 ３０分 １５０ ２００ 

  備考 

   使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。 

  １８ 阿賀野市前山体育館 

区分 利用区分 使用料（円） 

   照明利用 

競技場 ３０分 ２００ ３００ 

ミーティングルーム ３０分 １００ － 

  備考 

   使用料の照明利用欄は、施設の使用料と照明料の合計額とする。 

  （１から１８施設の共通事項） 

」 



に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


